
1．監査委員調

氏 名 年 齢 現 任 期 在職年月数 職 業
下
益
城
郡

美 里 町 今 田 政 行 61
24.12.24
28.12.23

0.5 農 林 業

玉 東 町 一 瀬 二 彌 68
21.10. 1
25. 9.30

3.7 会 社 役 職 員

和 水 町 本 田 平 74
22. 4.28
26. 4.27

7.1 農 林 業

南 関 町 井 上 康 幸 62
22. 7. 1
26. 6.30

2.10 無 職

長 洲 町 馬 場 國 勝 71
23. 5.20
27. 5.19

10.0 無 職

大 津 町 大 久 保 純 一 65
24. 4. 1
28. 3.31

5.1 無 職

菊 陽 町 中 原 輝 男 67
22. 6.17
26. 6.16

2.11 会 社 役 職 員

南 小 国 町 下 城 宣 夫 70
24. 4. 1
28. 3.31

5.1 農 林 業

小 国 町 室 原 知 邦 59
25. 4. 1
29. 3.31

0.1 農 林 業

産 山 村 井 達 也 71
24. 7. 1
28. 6.30

0.10 無 職

高 森 町 有 働 和 幸 72
23. 7. 5
27. 7. 4

1.10 無 職

南 阿 蘇 村 興 梠 良 蔵 72
25. 4. 1
29. 3.31

8.1 無 職

西 原 村 河 上 勝 彦 61
25. 4. 1
29. 3.31

0.1 無 職

御 船 町 畑 田 良 一 63
23. 7.14
27. 7.13

1.10 サ ー ビ ス 業

嘉 島 町 髙 木 伸 一 69
23. 3.15
27. 3.14

6.2 無 職

益 城 町 濵 田 義 紀 73
22.12.23
26.12.22

6.5 団 体 役 職 員

甲 佐 町 本 田 進 68
23. 7. 8
27. 7. 7

1.10 無 職

山 都 町 森 田 京 子 69
25. 3.29
29. 3.28

0.2 無 職

八
代
郡

氷 川 町 遠 山 正 敬 71
22. 4. 1
26. 3.31

7.1 無 職

芦 北 町 山 下 生 吾 74
23. 6.25
27. 6.24

11.0 無 職

津 奈 木 町 石 田 恒 義 72
23. 4. 1
27. 3.31

6.1 無 職

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

識 見

菊

池

郡

葦

北

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡



公 務 員 歴 常勤 氏 名 年 齢 現 任 期 在職年月数 職 業

上 田 孝 49
22. 5. 7
26. 4.30

7.0 農 林 業

吉 住 貞 夫 63
23. 5. 5
27. 4.29

6.0 商 業

収 入 役 髙 巢 泰 廣 65
22. 4.23
26. 4.15

3.1 農 林 業

教 育 課 長 島 﨑 英 樹 37
22. 3. 3
26. 2.25

3.2 無 職

浦 邊 朝 章 62
21.10.27
25.10.19

3.7
一級建 築士
事務所 代表

県 職 員 府 内 博 62
25. 3. 1
29. 2.28

0.2 農 林 業

県 職 員 加 藤 眞 佐 男 60
23. 5.10
27. 5. 1

2.0 会社役 職員

黒 川 敏 秋 61
23. 5. 1
27. 4.30

2.0 土木建 築業

松 﨑 俊 一 56
23. 5.10
27. 4.30

2.0 農 林 業

税 務 課 長 本 郷 水 城 61
23. 5. 9
27. 4.29

2.0 農 林 業

収 入 役 三 森 義 高 66
23. 5.10
27. 4.29

2.0 農 林 業

収 入 役 伊 藤 清 起 64
25. 3. 6
29. 3. 5

0.2 農 林 業

総 務 課 長 上 野 正 博 62
24. 9.25
28. 9.24

0.8 会社役 職員

議 員 佐 藤 俊 明 62
23. 5.10
27. 4.28

2.0 農 林 業

都市計画課長 川 上 國 治 69
23. 3.15
27. 2.28

2.2 会社役 職員

竹 上 公 也 65
25. 3.12
27. 4.29

0.2 無 職

山 内 勲 69
23. 3. 1
27. 2.28

2.2 農 林 業

町 民 課 長 髙 木 康 博 72
21.11. 2
25.10.31

7.11 無 職

収 入 役 片 山 裕 治 53
21.11. 9
25.11. 5

8.8 商 業

議 員 古 村 逸 男 68
22. 4. 7
26. 3.31

3.1 無 職

農業委員会
事 務 局 長

林 賢 二 59
23. 5.10
27. 4.30

2.0 農 林 業

（平成２５年４月１日現在）

議 選



1．監査委員調

氏 名 年 齢 現 任 期 在職年月数 職 業

郡

名
町 村 名

識 見

錦 町 古 里 道 明 62
23. 8. 8
27. 8. 7

1.9 農 林 業

あさぎり町 月 足 茂 則 63
23. 6.26
27. 6.25

1.11 税 理 士

多 良 木 町 栁 瀬 博 史 55
24.12.25
28.12.24

0.5 税 理 士

湯 前 町 辻 隆 友 63
24.11.27
28.11.26

0.6 税 理 士

水 上 村 松 下 祐 司 59
23. 8.21
27. 8.20

5.9 税 理 士

相 良 村 冨 尾 鐵 守 72
23. 5.16
27. 5.15

2.0 商 業

五 木 村 牛 草 敏 憲 64
25. 5. 8
29. 5. 7

4/1現在欠員 税 理 士

山 江 村 管 野 隆 治 65
23. 6.23
27. 6.22

1.11 土地家屋調査士

球 磨 村 豊 永 征 介 74
23. 9.28
27. 9.27

5.8 無 職

天
草
郡

苓 北 町 登 本 玄 一 66
24. 4. 1
28. 3.31

1.1 無 職

(注）
１　年齢は、平成２５年４月１日現在の満年齢を回答。

２　在職年数は、監査委員としての在職年数(通算)を回答。(平成２５年４月１日も１か
月在職として算入）

３　職業別分類は、右の分類表の区分により回答。

４　公務員歴には、監査委員に就任する以前に一般職、特別職に就いていた場合の最終
職名を回答。兼任していた場合は、主たる職を回答。

５　４月１日現在欠員の場合は、在職年数欄に「4/1現在欠員」と回答し、その他の欄は
４月１日以降の新任者についてすべて回答。

球

磨

郡



公 務 員 歴 常勤 氏 名 年 齢 現 任 期 在職年月数 職 業

（平成２５年４月１日現在）

議 選

総 務 課 長 金 山 民 幸 65
23. 8. 8
27. 8. 4

1.9 無 職

税務署職員 山 口 和 幸 61
24. 5. 7
28. 4.30

1.0 無 職

坂 口 幸 法 52
23. 5. 1
27. 4.30

2.0 商 業

税務署職員 黒 木 龍 次 61
24.11.27
28.11.25

0.6 農 林 業

税務署職員 荒 嶽 晋 50
23. 5.10
27. 4.30

2.0 農 林 業

横 山 良 継 74
22.12.14
25. 4.30

2.5 無 職

税務署職員 岡 本 精 二 68
21. 9.18
25. 8. 3

3.8 無 職

谷 口 予 志 之 60
23. 5.10
27. 4.29

2.0 農 林 業

総 務 課 長 多 武 義 治 53
22. 5. 5
26. 5. 4

3.0 農 林 業

郵 便 局 長 山 本 政 人 70
23. 3.18
27. 2. 4

2.2 農 林 業

◎職業別分類表
職業別分類はおおむね次の区分により回答。

○農林業・・・農業、林業、狩猟業等
○水産業・・・漁業、水産養殖業等
○商業・・・各種卸小売業、飲食店業、金融・保険業、不動産業等
○工業・・・各種製造業、出版・印刷業等
○土木建築業・・・各種土木建設、設備工事等
○鉱業・・・石炭・亜鉛・金属等各種鉱業、採石・じゃり採取業等
○サービス業・・・旅館、理容、浴場、各種娯楽施設、各種修理業等
○運輸通信業等・・・各種運送業、倉庫業等
※以上の８業種は、個人自営の場合について回答。
○会社役職員・・・会社役員、会社勤務者(会社の業種にかかわらず）
○団体役職員・・・政党・経済団体(農協、漁協等）文化団体等の役員、職員等
○弁護士
○公認会計士
○税理士
○無職
※以上の各業種に当てはまらない業種、分類不能の業種については具体的に職業名を回答。



２．監査委員補助職員調

職員

定数

(条例)

髙 森 正 朗 0.1 局 長 議会事務局

大 本 由 加 3.5 書 記 議会事務局

徳 永 惣 一 1.1 局 長 議会事務局

西 村 春 代 1.8 書 記 議会事務局

笠 輝 博 4.1 局 長 議会事務局

前 田 聡 子 1.1 参 事 議会事務局

髙 木 始 0.10 非常勤

南 関 町 松 本 寛 6.1 局 長 議会事務局 1

長 洲 町 2 寺 本 清 香 0.1 局 長 ○

大 津 町 1 岩 下 潤 次 0.1 次 長 議会事務局 1

山 野 光 子 0.1 参 事 議会事務局

増 永 純 一 0.1 書 記 議会事務局

工 藤 直 也 0.1 局 長 議会事務局

安 藤 美 鈴 6.6 書 記 議会事務局

小 田 宣 義 0.4 局 長 議会事務局

穴 井 桂 子 1.7 書 記 議会事務局

産 山 村 髙 橋 栄 作 0.10 書 記 議会事務局 1

高 森 町 1 安 方 含 1.1 局 長 ○

河 内 克 也 2.3 局 長 議会事務局

児 玉 み ど り 0.1 次 長 議会事務局

長 尾 秀 史 1.1 主 事 議会事務局

中 村 義 光 1.1 局 長 議会事務局

岩 本 千 波 2.1 書 記 議会事務局

（平成２５年４月１日現在）
兼 任 事務局設置

規程条例

2

○

給与を他の
費目に
計上（名）

3

○

1

その他

2

2

1

2

専 任
職 名

給与を監査
委員費に
計上(名）

2

2

町 村 名 専 任氏 名
在職
期間 所 属 課 名

郡

名

美 里 町

3

1

菊 陽 町

下
益
城
郡

阿

蘇

郡

玉 東 町

西 原 村

和 水 町

南阿蘇村

玉

名

郡

菊

池

郡

小 国 町

南小国町

3

2

21

○



２．監査委員補助職員調

職員

定数

(条例)

（平成２５年４月１日現在）
兼 任 事務局設置

規程条例
給与を他の
費目に
計上（名）

その他
専 任
職 名

給与を監査
委員費に
計上(名）

町 村 名 専 任氏 名
在職
期間 所 属 課 名

郡

名

福 本 悟 0.1 局 長 議会事務局

本 田 恵 美 0.1 書 記 議会事務局

嘉 島 町 光 橋 憲 司 1.1 局 長 議会事務局 1

村 田 美 保 2.1 書 記

吉 﨑 博 美 1.1 局 長 議会事務局

山 内 亮 一 1.1 局 長 議会事務局

田 上 洋 子 0.1 事務長 議会事務局

緒 方 功 0.1 局 長 議会事務局

長 崎 早 智 0.1 主 幹 議会事務局

陳 野 信 次 2.4 局 長 議会事務局

河 野 香 織 0.1 書 記 議会事務局

下 田 研 0.1 局 長 議会事務局

福 田 貴 司 2.1 次 長 議会事務局

成 松 佐 代 美 2.1 書 記 議会事務局

津奈木町 1 吉 澤 信 久 1.1 局 長 議会事務局 1 規則

吉 田 誠 二 2.1 局 長 議会事務局

前 原 直 美 1.1 書 記 議会事務局

あさぎり町 1 土 肥 さ お り 0.8 書 記 議会事務局 1

多良木町 1 黒 木 庄 一 朗 5.1 書 記 議会事務局 1

湯 前 町 1 西 村 洋 一 0.1 主 幹 議会事務局 1

水 上 村 1 田 代 浩 章 5.11 局 長 議会事務局 1

中 村 秀 樹 0.4 局 長 議会事務局

黒 木 幸 代 1.1 書 記 議会事務局

五 木 村 竹 村 文 秀 3.1 局 長 議会事務局 1

山 江 村 1 北 田 愛 介 2.6 局 長 議会事務局 1

球 磨 村 1 金 栗 邦 代 0.1 局 長 議会事務局 1

山 口 仁 人 2.1 局 長 議会事務局

原 田 正 子 1.1 主 幹 議会事務局

23 4 29 議会事務局 5 27
町村 町村 町村 29町村 町村 町村

47人 8 1 1
32 4 47 5 42 町村 町村 町村

人 人 人 人 人

○3

合 計 51人

球

磨

郡

苓 北 町

1錦 町

2
天
草
郡

相 良 村 1

2

2
上

益

城

郡

益 城 町

御 船 町

2 ○

2 ○

○11

2

11

芦 北 町 1

1

氷 川 町

1

山 都 町

葦

北

郡

甲 佐 町 2

八
代
郡

1



３．監査委員費調　（平成25年度当初予算）

城
郡

下
益 美 里 町 302 310 284 5

玉 東 町 533 384 28 3

和 水 町 1,368 364 25

南 関 町 965 275 10

長 洲 町 1,517 9,429 377 39

大 津 町 1,051 8,248 491 87

菊 陽 町 668 377 23

南小国町 672 416 121

小 国 町 530 8,158 706 60 4 40

産 山 村 276 400 120

高 森 町 597 290 172 1

南阿蘇村 325 355 215

西 原 村 383 481 45 10

御 船 町 1,226 359 43

嘉 島 町 905 608 28

益 城 町 1,176 6,653 687 327

甲 佐 町 810 469 36

山 都 町 1,037 8,781 557 22
八

代

郡
氷 川 町 536 273 10

芦 北 町 908 342 20

津奈木町 607 215 5

錦 町 877 342 29

あさぎり町 853 438 13

多良木町 1,182 8,166 565 40 12

湯 前 町 713 414 43 2

水 上 村 677 615 202 40

相 良 村 744 5,700 366 19

五 木 村 546 431 250

山 江 村 517 425 53 9

球 磨 村 480 352 5
天

草

郡
苓 北 町 697 320 65 2

31 7 31 31 5 6

23,678 55,135 13,004 2,439 12 116

763.8 7,876.4 419.5 78.7 2.4 19.3

玉

名

郡

菊
池
郡

（給料、職員手当
等、共済費の合計）

葦
北
郡

使用料及び
賃 借 料

合 計

町 村 数

球

磨

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

平 均

役 務 費旅 費 需 用 費町 村 名 報 酬

職 員
給 与 費郡

名



(単位 ：千円)

57 958 938 20 美 里 町

124 1,072 1,090 △ 18 玉 東 町

124 1,881 1,881 0 和 水 町

124 1,374 1,403 △ 29 南 関 町

124 11,486 11,493 △ 7 長 洲 町

54 9,931 9,727 204 大 津 町

54 1,122 1,124 △ 2 菊 陽 町

104 1,313 1,369 △ 56 南小国町

284 9,782 9,703 79 小 国 町

104 900 900 0 産 山 村

104 1,164 1,159 5 高 森 町

104 999 931 68 南阿蘇村

210 1,129 1,129 0 西 原 村

113 1,741 1,392 349 御 船 町

95 1,636 1,542 94 嘉 島 町

95 8,938 8,849 89 益 城 町

95 1,410 1,317 93 甲 佐 町

113 10,510 10,577 △ 67 山 都 町

54 873 757 116 氷 川 町

54 1,324 1,323 1 芦 北 町

56 883 891 △ 8 津奈木町

88 1,336 1,086 250 錦 町

70 1,374 1,340 34 あさぎり町

70 10,035 9,629 406 多良木町

70 1,242 790 452 湯 前 町

70 1,604 1,454 150 水 上 村

85 6,914 6,428 486 相 良 村

70 1,297 1,163 134 五 木 村

70 1,074 1,076 △ 2 山 江 村

75 912 722 190 球 磨 村

54 1,138 1,190 △ 52 苓 北 町

0 31 0 31 31 31 町 村 数

0 2,968 0 97,352 94,373 2,979 合 計

‐ 95.7 ‐ 3,140.4 3,044.3 96 平 均

町 村 名計 (A)
24年度最終
予算 額 (B)

増 減
(A) － (B)

負 担 金 ・ 補 助
及 び 交 付 金 そ の 他

備 品
購 入 費



４．監査委員報酬・費用弁償調　（平成25年度当初予算）

年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額
下
益
城
郡

美 里 町 175,000 127,000

玉 東 町
（会議時間が4時間

未満の場合は
半額）

7,500
（会議時間が4時間

未満の場合は
半額）

6,900

和 水 町 7,500 6,900

南 関 町 7,500 6,900

長 洲 町 7,000 6,500

大 津 町 7,100 7,100

菊 陽 町 7,100 7,100

南小国町 6,000 5,200

小 国 町 300,000 230,000

産 山 村 153,000 123,000

高 森 町 6,400 213,000

南阿蘇村 185,000 140,000

西 原 村 223,000 160,000

御 船 町 7,300 7,100

嘉 島 町 6,600 6,600

益 城 町 7,400 7,100

識 見 議 選

上

益

城

郡

郡

名
町 村 名

玉

名

郡

報 酬

阿

蘇

郡

菊

池

郡



（単位：円）

車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料

1日2,100
半日1,050

37/km
または実費

1日2,400
半日1,200

(半日は往復
20km未満の地

域）

11,800
37/km

または実費
2,400

甲13,100
乙11,800

1,100
37/km

または実費
2,200 9,800

37/km
または実費

2,200
甲10,900
乙9,800

1,000 37/km 2,200 9,800 37/km 2,200
甲10,900
乙9,800

37/km 600 37/km 1,800 37/km 1,800
甲11,100
乙10,000

500 37/km
管内1,100
管外2,200

9,800 37/km
甲3,000
乙2,200

甲10,900
乙9,800

2,200 実費 2,200 実費 実費 2,200 実費

2,200 実費 2,200 10,900 実費 2,200 10,900

1,000 35/km 1,000 10,000 35/km 1,000 12,000

   30/km 2,000 10,000 30/km 2,000 10,000 30/km

2,000
（九州以外

（沖縄県を除
く）に航空機
を利用する場
合、2,000/日

の行動費）

12,000

   30/km 1,000    30/km 1,000 10,000 実費 1,000 12,000

   37/km

1,000
（近隣市町村
については日
当支給なし）

11,000 実費 2,600 12,000

2,000
（指定地域の
み。熊本市等
で宿泊した場
合は、半額支

給。）

35/km

2,000
（指定地域の
み。熊本市等
で宿泊した場
合は、半額支

給。）

10,000 実費 2,500 12,000

2,200
37/km

または実費
2,200 11,000

37/km
または実費

2,200 12,000

35/km
1,900

(宿泊を伴う
場合のみ)

13,000 35/km
1,900

(宿泊を伴う
場合のみ)

13,000 35/km
1,900

(宿泊を伴う
場合のみ)

13,000

2,200 35/km 2,200 13,000 35/km 2,200
甲14,000
乙13,000

2,200 37/km 2,200 12,000 条例による 2,200
甲13,000
乙12,000

費 用 弁 償
町 村 内 町 村 外 （ 県 内 ） 町 村 外 （ 県 外 ）



４．監査委員報酬・費用弁償調　（平成25年度当初予算）

年 額 月 額 日 額 年 額 月 額 日 額
識 見 議 選

郡

名
町 村 名

報 酬

甲 佐 町 7,000 6,800

山 都 町 7,000 6,900

八
代
郡

氷 川 町 5,600 5,300

芦 北 町 7,900 6,100

津奈木町 8,800 6,000

錦 町 6,800 5,800

あさぎり町 6,800 5,800

多良木町 12,000 6,000

湯 前 町 12,000 5,300

水 上 村 12,000 5,800

相 良 村 7,000 5,400

五 木 村 7,000 6,000

山 江 村 6,600 5,700

球 磨 村 6,700 5,700

天
草
郡

苓 北 町 （半日4,500） 8,400 （半日4,000） 7,400

5町村 26町村 6町村 25町村
207,200 7,654 165,500 6,296
300,000 12,000 230,000 7,400
153,000 5,600 123,000 5,200最 低

葦

北

郡

町 村 数
平 均
最 高

球

磨

郡

上

益

城

郡



（単位：円）

車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料 車 賃 日 当 宿 泊 料

費 用 弁 償
町 村 内 町 村 外 （ 県 内 ） 町 村 外 （ 県 外 ）

費用弁償
1,500

37/km
または実費

1,500
(宿泊を伴う

場合のみ)
12,000

37/km
または実費

1,500
(宿泊を伴う

場合のみ)

甲13,000
乙12,000

   37/km
（片道2㎞以
上で支給）

1,100 37/km

2,200
(上益城郡

内、美里町、
高森町、五ヶ

瀬町へは
1,100)

12,000 37/km

2,200
(宮崎県

五ヶ瀬町へは
1,100)

甲13,000
乙12,000

950 37/km 1,150 37/km 2,300
甲11,900
乙10,800

   37/km 500 37/km 1,100 11,800 37/km 2,200
甲13,100
乙11,800

500 37/km 2,000 10,900 37/km 2,000 10,900

   37/km 1,000 37/km 1,000 10,000 37/㎞ 1,000 12,000

37/km 1,100 37/km 2,200 10,000 37/km 2,200

12,000
東京都及び

政令指定都市
13,000

   37/km 1,500 7,000 37/km 1,500 12,000 37/km
1,500

九州外
2,000

13,000
九州外
14,000

1,600 実費 1,600
10,000を

上限とする
実費

実費 1,600

東京都及び
政令指定都市
14,000を限度

とする実費
その他12,000
を限度とする

実費

実費 1,700 実費 実費 1,800 10,000 実費 1,800
12,000
東京都
14,000

1,200 5,000
20/km

（人吉・球磨
管内以外）

1,200 10,000
20/km

（人吉・球磨
管内以外）

1,200 12,000

30/km
または実費
（公用車使
用が原則）

1,500～
2,100

10,000

30/km
または実費
（公用車使
用が原則）

1,500～
2,100

10,000

1,000 30/km 2,000 11,000 30/km 2,200 13,000

37/km 1,000 6,000    37/km 1,000 10,000    37/km 1,000 12,000

 37/km 1,000  37/km 2,000 10,300  37/km 2,000
甲11,500
乙10.300



５．平成２４年度監査所要日数調（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　
（１）　監査所要日数総括表

下
益
城
郡

美 里 町 1 8 1 1 12 12

玉 東 町 1 9 1 3 12 12

和 水 町 1 15 1 2 1 15 12 23

南 関 町 2 24 1 4 12 14

長 洲 町 2 43 2 4 12 24

大 津 町 1 27 1 6 12 20

菊 陽 町 1 17 12 12

南小国町 1 8 3 4 1 5 12 12

小 国 町 1 16 1 10 12 12

産 山 村 1 1 1 1 1 1 12 12

高 森 町 1 3 5 12 1 2 12 14

南阿蘇村 1 7 12 12

西 原 村 1 10 3 3 12 14

御 船 町 1 14 1 2 1 14 12 24

嘉 島 町 1 26 1 11 1 1 12 12

益 城 町 1 13 1 2 1 13 12 26

甲 佐 町 1 6 1 1 12 24

山 都 町 1 20 1 3 12 15

八
代
郡
氷 川 町 1 9 1 5 1 4 12 12

請願措置

件

数

日

数

随 時

件

数

日

数

回

数

日

数

日

数

日

数

日

数

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

日

数

特 別 監 査

直接請求 長の要求議会要求

日

数

郡

名

一 般 監 査 出 納 検 査

例 月定期監査
補助団体
等監査

随時監査 行政監査

回

数

回

数

玉

名

郡

菊

池

郡

町村名

回

数

回

数

阿

蘇

郡

上

益

城

郡



8 3 8 1 1 9 14 17 34 美 里 町

9 3 9 1 14 18 28 玉 東 町

12 4 11 1 15 23 60 和 水 町

9 6 9 2 15 18 50 南 関 町

8 12 8 2 9 2 16 25 87 長 洲 町

8 13 8 1 14 16 67 大 津 町

7 11 3 1 1 1 13 11 42 菊 陽 町

8 7 5 1 15 12 17 28 49 南小国町

10 21 7 3 2 1 1 2 14 20 65 小 国 町

7 3 7 1 13 12 15 27 31 産 山 村

7 10 7 5 19 14 46 高 森 町

10 7 10 1 13 20 27 南阿蘇村

8 13 8 1 16 16 41 西 原 村

9 11 9 2 1 1 15 19 68 御 船 町

6 13 6 2 1 1 15 13 66 嘉 島 町

9 13 9 1 1 1 15 19 69 益 城 町

6 7 6 1 13 1 14 25 40 甲 佐 町

9 11 5 1 11 1 14 25 51 山 都 町

6 5 6 1 15 12 36 氷 川 町

件

数

財政健全
化法によ
る 審 査

件

数

日

数

日

数

共同設置
機 関

件

数

件

数

日

数

件

数

町村名

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

件

数

そ の 他 合 計

日

数

日

数

住民請求

件

数

日

数

職 員 の
賠償責任

日

数

決算審査
指定金融
機 関

基金運用
状 況



５．平成２４年度監査所要日数調（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　
（１）　監査所要日数総括表

請願措置

件

数

日

数

随 時

件

数

日

数

回

数

日

数

日

数

日

数

日

数

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

日

数

特 別 監 査

直接請求 長の要求議会要求

日

数

郡

名

一 般 監 査 出 納 検 査

例 月定期監査
補助団体
等監査

随時監査 行政監査

回

数

回

数

町村名

回

数

回

数

芦 北 町 1 27 1 6 12 12

津奈木町 1 8 12 12

錦 町 1 6 2 2 1 1 12 25

あさぎり町 1 10 1 3 1 1 12 24 1 11

多良木町 1 9 1 5 12 25

湯 前 町 1 4 12 14

水 上 村 1 4 12 12

相 良 村 1 3 2 2 1 2 11 21

五 木 村 1 1 1 1 12 22

山 江 村 1 3 1 1 12 14

球 磨 村 1 4 1 2 1 2 12 12

天
草
郡
苓 北 町 1 8 1 1 12 12

31 31 11 11 24 24 3 3 31 31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

1.1 11.7 1.9 4.3 1.0 2.9 1.0 14.0 12.0 16.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.0 11.0 ‐ ‐ ‐ ‐

2 43 5 12 2 10 1 15 12 26 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 13 11 12 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0

33 363 21 47 25 69 3 42 371 511 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
(注） 25.4 1.5 3.3 1.7 4.8 0.2 2.9 25.9 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

１　各項目を同時に行った場合でも、所要日数をそれぞれの項目に回答。

２　各項目の監査所要日数は１日以上として回答。（例えば、監査を半日行った場合
でも１日とする。）

３　定期監査の回数は、実施時期の回数ではなく、監査対象を全て行った場合を１回
とする。

４　随時検査は、制度としてはないが、実際に行った場合、回答。

葦

北

郡

球

磨

郡

最少・最短

町 村 数

平 均

最多・最長



件

数

財政健全
化法によ
る 審 査

件

数

日

数

日

数

共同設置
機 関

件

数

件

数

日

数

件

数

町村名

件

数

日

数

件

数

回

数

日

数

件

数

そ の 他 合 計

日

数

日

数

住民請求

件

数

日

数

職 員 の
賠償責任

日

数

決算審査
指定金融
機 関

基金運用
状 況

10 8 10 1 1 1 14 21 55 芦 北 町

8 11 8 1 13 16 32 津奈木町

6 9 3 3 16 9 46 錦 町

1 13 4 2 15 6 64 あさぎり町

7 10 7 1 3 1 14 17 51 多良木町

8 7 8 1 2 1 13 18 27 湯 前 町

8 4 8 1 13 16 21 水 上 村

8 11 3 1 1 7 15 12 47 相 良 村

12 10 12 2 14 24 36 五 木 村

9 16 3 1 1 1 14 13 36 山 江 村

8 4 2 1 11 1 15 21 26 球 磨 村

10 9 5 2 1 1 14 16 33 苓 北 町

0 0 31 31 31 31 0 0 16 16 3 3 0 0 0 0 31 31 31 町 村 数

‐ ‐ 8.1 9.2 6.9 1.5 ‐ ‐ 5.4 2.4 1.0 6.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 14.6 17.9 46.2 平 均

0 0 12 21 12 5 0 0 15 12 1 9 0 0 0 0 19 28 87 最多・最長

0 0 1 3 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 13 6 21 最小・最短

0 0 251 285 214 46 0 0 86 39 3 18 0 0 0 0 453 555 1431

0.0 0.0 17.5 19.9 15.0 3.2 0.0 0.0 6.0 2.7 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 38.8

５　決算審査の件数は、審査した決算の合計件数を回答。

６　財政健全化法による審査の件数は、審査した会計の数を回答。



（２）　監査所要日数詳解（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　

監査委員 会計管理者

下
益
城
郡

美 里 町 12 1.0 1 ○ ○ 8 ○ ○

玉 東 町 12 1.0 1 ○ ○ 9 ○ ○

和 水 町 23 1.9 2 ○ ○ 15 ○ ○

南 関 町 14 1.2 2 ○ ○ 24 ○ ○

長 洲 町 24 2.0 2 ○ ○ 43 ○ ○

大 津 町 20 1.7 2 ○ ○ 27 ○ ○

菊 陽 町 12 1.0 1 ○ ○ 17 ○ ○

南小国町 12 1.0 1 ○ ○ 8 ○ ○

小 国 町 12 1.0 1 ○ ○ 16 ○ ○

産 山 村 12 1.0 1 ○ ○ 1 ○ ○

高 森 町 14 1.2 2 ○ ○ 3 ○

南阿蘇村 12 1.0 1 ○ ○ 7 ○ ○

西 原 村 14 1.2 2 ○ ○ 10 ○ ○

御 船 町 24 2.0 2 ○ ○ 14 ○ ○

嘉 島 町 12 1.0 1 ○ ○ 26 ○ ○

益 城 町 26 2.2 3 ○ ○ 13 ○

年 間
総 日 数

月 平 均
日 数

最 長 月
日 数

阿

蘇

郡

玉

名

郡

郡

名

調 書 の 様 式

例 月 出 納 検 査

上

益

城

郡

定 期

１ヶ月
集中

菊

池

郡

町 村 名
実 施

２ヶ月
以上分散

部課全部
実施

証拠書類
の検査

無

年 間
総 日 数

実 施 要 領

（様式の決定者）



監査委員 会計管理者

　○ 8 3 1 2 1 美里町

　○ 9 3 1 3 3 玉東町

○ 11 4 1 1 1 3 2 和水町

　○ 9 6 1 9 4 南関町

　○ 7 11 1 4 2 2 4 長洲町

　○ 7 13 1 1 1 10 6 大津町

　○ 8 12 菊陽町

　○ 8 7 1 9 5 南小国町

　○ 9 19 1 2 1 9 10 小国町

　○ 7 3 1 1 1 産山村

○ 　○ 7 10 1 4 2 高森町

○ 9 6 1 1 南阿蘇村

　○ 7 13 1 1 西原村

　○ 8 10 1 1 1 3 2 御船町

　○ 6 12 1 53 1 嘉島町

○ 　○ 8 13 1 1 益城町

町村名

監 査

調 書 の 様 式

（様式の決定者）
無

結 果

部課一部
のみ実施

件 数 日 数

補 助 団 体 等 の 監 査

回 数 件 数 日 数

決 算 審 査

一般･特別会計 企 業 会 計

件 数 日 数



（２）　監査所要日数詳解（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　

監査委員 会計管理者

年 間
総 日 数

月 平 均
日 数

最 長 月
日 数

郡

名

調 書 の 様 式

例 月 出 納 検 査 定 期

１ヶ月
集中

町 村 名
実 施

２ヶ月
以上分散

部課全部
実施

証拠書類
の検査

無

年 間
総 日 数

実 施 要 領

（様式の決定者）

甲 佐 町 24 2.0 2 ○ ○ 6 ○ ○

山 都 町 15 1.3 2 ○ ○ 20 ○ ○

八
代
郡
氷 川 町 12 1.0 1 ○ ○ 9 ○ ○

芦 北 町 12 1.0 1 ○ ○ 27 ○ ○

津奈木町 12 1.0 1 ○ ○ 8 ○ ○

錦 町 25 2.1 3 ○ ○ 6 ○ ○

あさぎり町 24 2.0 2 ○ ○ 10 ○ ○

多良木町 25 2.1 3 ○ ○ 9 ○ ○

湯 前 町 14 1.2 2 ○ ○ 4 ○ ○

水 上 村 12 1.0 1 ○ ○ 4 ○ ○

相 良 村 21 1.8 3 ○ ○ 3 ○ ○

五 木 村 22 1.8 2 ○ ○ 1 ○

山 江 村 14 1.2 2 ○ ○ 3 ○ ○

球 磨 村 12 1.0 1 ○ ○ 4 ○ ○

天
草
郡
苓 北 町 12 1.0 1 ○ ○ 8 ○ ○

31 31 31 31 12 18 1 31 19 12 28

16.5 1.4 1.7 11.7

26 2.2 3 43

12 1.0 1 1

葦

北

郡

平 均

最多・最長

最少・最短

町 村 数

球

磨

郡

上

益

城

郡



監査委員 会計管理者

町村名

監 査

調 書 の 様 式

（様式の決定者）
無

結 果

部課一部
のみ実施

件 数 日 数

補 助 団 体 等 の 監 査

回 数 件 数 日 数

決 算 審 査

一般･特別会計 企 業 会 計

件 数 日 数

　○ 5 7 1 1 1 2 1 甲佐町

　○ 7 11 2 1 1 5 3 山都町

○ 6 5 1 8 4 氷川町

○ 9 7 1 1 1 9 6 芦北町

　○ 8 11 津奈木町

○ 6 9 1 3 1 錦 町

　○ 1 13 1 1 1 あさぎり町

　○ 6 8 1 2 1 15 5 多良木町

　○ 7 6 1 1 湯前町

　○ 8 4 水上村

　○ 8 11 1 6 2 相良村

○ ○ 10 10 2 2 五木村

　○ 9 16 1 1 1 山江村

　○ 8 4 1 6 2 球磨村

　○ 10 8 1 6 1 苓北町

3 27 2 2 31 31 14 14 23 23 23 町 村 数

7.6 8.9 1.1 1.4 1.0 7.4 3.0 平 均

11 19 2 4 2 53 10 最多・最長

1 3 1 1 1 1 1 最小・最短



６．監査委員活動日数調（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　

識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選

下
益
城
郡

美 里 町 34 34 2 2 4 3 3 2 43 41

玉 東 町 28 28 5 1 6 6 3 3 43 37

和 水 町 41 43 1 5 5 7 4 1 1 55 53

南 関 町 50 50 3 3 4 4 57 57

長 洲 町 84 77 16 6 6 3 3 3 3 112 89

大 津 町 66 59 2 2 1 1 69 62

菊 陽 町 42 42 4 4 1 4 4 51 50

南小国町 37 35 1 5 5 3 3 46 43

小 国 町 52 51 2 1 5 5 60 56

産 山 村 15 16 1 4 4 20 20

高 森 町 36 36 6 4 2 4 4 3 2 51 46

南阿蘇村 27 27 1 4 4 32 31

西 原 村 40 37 1 7 6 48 43

御 船 町 52 51 20 4 4 5 3 81 58

嘉 島 町 62 39 6 6 68 45

益 城 町 54 51 6 6 4 66 55

甲 佐 町 40 40 1 1 9 6 6 3 4 59 51

山 都 町 50 51 2 2 8 5 5 2 2 67 60

八
代
郡

氷 川 町 36 36 11 2 8 3 3 5 2 63 43

町 村 名

公 共 団 体
等 へ の
会 合 出 席本 会 議 委 員 会

庶務処理等
登 庁 日 数

視 察
研 修 会

議 会 出 席監査所要
日 数

そ の 他

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

(単位：日）

玉

名

郡

菊

池

郡

合 計郡

名



６．監査委員活動日数調（平成24年4月1日～平成25年3月31日）　

識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選 識見 議選

町 村 名

公 共 団 体
等 へ の
会 合 出 席本 会 議 委 員 会

庶務処理等
登 庁 日 数

視 察
研 修 会

議 会 出 席監査所要
日 数

そ の 他

(単位：日）

合 計郡

名

芦 北 町 53 53 4 4 4 1 61 58

津奈木町 31 31 4 4 2 1 37 36

錦 町 46 46 1 7 7 54 53

あさぎり町 62 58 1 7 6 70 64

多良木町 51 51 2 2 5 5 4 2 62 60

湯 前 町 12 25 4 1 2 13 31

水 上 村 20 20 1 5 5 8 3 1 1 35 29

相 良 村 47 47 1 1 1 2 2 51 50

五 木 村 33 34 2 5 2 2 37 41

山 江 村 36 36 2 4 4 1 2 43 42

球 磨 村 22 22 1 5 4 4 2 32 28

天
草
郡

苓 北 町 29 29 1 3 2 2 2 5 5 6 2 46 40

31 31 11 8 21 1 2 1 30 31 20 20 4 4 31 31

41.5 40.5 3.4 2.3 4.1 2.0 1.5 2.0 4.6 4.5 3.5 2.4 2.5 2.0 52.6 47.5

84 77 11 4 20 2 2 2 7 7 8 4 5 3 112 89

12 16 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 13 20

1,288 1,255 37 18 86 2 3 2 139 140 69 47 10 8 1,632 1,472

(注）
１　各項目を同時に行った場合も、所要日数をそれぞれの項目に回答。

２　議員選出監査委員の議会出席の本会議欄は、地方自治法第１２１条による説明員として出
席した場合のみの日数を回答。委員会欄は、監査委員として出席要求があり、出席した日数を
回答。

３　その他の欄は、各項目のほか広く監査委員としての用務を行った日数を回答。

最 短

最 長

葦

北

郡

町 村 数

平 均

球

磨

郡



６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 指 定席 特になし

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町 ○ ○

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○

長 洲 町 ○ ○ ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○

菊 陽 町 ○ ○

南小国町 ○ ○

小 国 町 ○ ○

産 山 村 ○ ○

高 森 町 ○ ○

南阿蘇村 ○ ○

西 原 村 ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○

錦 町 ○ ○

あさぎり町 ○ ○

多良木町 ○

湯 前 町 ○

水 上 村 ○

相 良 村 ○ ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○ ○

球 磨 村 ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

5 20 7 6 1 2 0 0 22 9

球

磨

郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

７．識見監査委員の各定例会本会議（平成２４年度）への出席状況等調

出席要求は受けないが
慣 例 に よ り 出 席

議 場 内 の
監 査 委 員 席

議 会 か ら 出 席 要 求 を
受 け て 出 席

合 計

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

菊
池
郡

葦
北
郡



８．監査基準等制定の有無、監査年間計画作成等調

有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無
城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和 水 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南小国町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高 森 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南阿蘇村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
八

代

郡
氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

津奈木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

錦 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

球 磨 村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
天

草

郡
苓 北 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 14 22 9 13 18 27 4 20 11 31 0 0 31

専用事務室郡

名
町 村 名

監査基準 監査規程 庶務規程 公印規程

阿

蘇

郡

玉

名

郡

上

益

城

郡

平成25年度
監 査 計 画

合 計

(注)　工事監査等の外部委託は、地方自治法第２５２条の２７による外部監査契約ではなく
制度としてはないが、直接請求による監査、議会の要求による監査及び定期監査等を行うに
ついて、監査の性質上、土木、建築等の専門的知識が必要な場合に当該工事の調査等を民間
団体等に対し外部委託している場合該当。

球

磨

郡

葦
北
郡

工事監査等
の外部委託

菊
池
郡



９．議会・住民に対する監査結果の報告方法調
(複数回答）

識 見 議 選 議会広報 町(村)広報 掲示板 ホームページ その他

城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○

玉 東 町 ○ ○

和 水 町 ○ ○

南 関 町 ○ ○

長 洲 町 ○ ○

大 津 町 ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○

南小国町 ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○ ○ ○ ○

産 山 村 ○ ○

高 森 町 ○ ○

南阿蘇村 ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○

御 船 町 ○ ○ 公開コーナー

嘉 島 町 ○ ○ ○

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○

芦 北 町 ○ ○

津奈木町 ○ ○

錦 町 ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○ ○

多良木町 ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○

水 上 村 ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○

五 木 村 ○ ○

山 江 村 ○ ○ ○ ○

球 磨 村 ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○

22 16 4 0 7 3 23 2 1 3合 計

住 民 へ の 報 告

無

郡

名
町 村 名

文書のみ その他

文 書 と 併 せ て
口 頭 報 告

阿

蘇

郡

議 会 へ の 報 告

有

球

磨

郡

菊
池
郡

玉

名

郡

葦
北
郡

上

益

城

郡



１０．議選監査委員の人選方法調 （平成25年4月1日在職者）

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町 ○

和 水 町 ○

南 関 町 ○

長 洲 町 ○

大 津 町 ○

菊 陽 町 ○

南小国町 ○

小 国 町 ○

産 山 村 ○

高 森 町 ○

南阿蘇村 ○

西 原 村 ○

御 船 町 ○

嘉 島 町 ○

益 城 町 ○

甲 佐 町 ○

山 都 町 ○
八

代

郡
氷 川 町 ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○

錦 町 ○

あさぎり町 ○

多良木町 ○

湯 前 町 ○

水 上 村 ○

相 良 村 ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○

球 磨 村 ○
天

草

郡
苓 北 町 ○

20 9 2

長 限 り で 決 め た
郡

名
町 村 名 議 会 に 一 任 長 と 議 会 で 相 談

上

益

城

郡

（注）監査委員の選任は長の権限であるが(地方自治法第１９６条第１項)、人選の具体的
方法を回答。

合 計

葦
北
郡

球

磨

郡

玉

名

郡

菊
池
郡

阿

蘇

郡



１１．平成２３年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

下
益
城
郡

美 里 町 7月24日 7月25日 1 7月27日 8月21日 3 8月22日

玉 東 町 8月12日 8月13日 1 8月24日 8月26日 3 8月31日

和 水 町 7月1日 7月17日 16 7月23日 8月17日 4 8月17日

南 関 町 7月31日 8月10日 10 8月13日 8月22日 6 8月24日

長 洲 町 7月5日 7月27日 22 7月31日 8月27日 11 8月27日

大 津 町 7月17日 7月17日 0 7月23日 8月10日 10 8月16日

菊 陽 町 7月3日 7月3日 0 7月3日 8月16日 11 8月17日

南小国町 7月23日 7月24日 1 7月27日 8月9日 7 8月31日

小 国 町 6月24日 6月25日 1 6月26日 8月30日 19 9月4日

産 山 村 8月6日 8月21日 15 8月21日 8月31日 2 9月7日

高 森 町 8月3日 8月13日 10 8月21日 8月31日 8 9月3日

南阿蘇村 7月6日 7月9日 3 8月2日 8月10日 7 9月4日

西 原 村 7月4日 7月5日 1 7月5日 7月30日 11 8月2日

御 船 町 7月12日 7月20日 8 7月24日 8月10日 11 8月20日

嘉 島 町 7月27日 7月30日 3 8月1日 8月24日 8 8月27日

益 城 町 7月5日 7月9日 4 7月11日 8月6日 13 8月8日

甲 佐 町 7月9日 7月27日 18 8月1日 8月8日 8 8月24日

山 都 町 7月3日 7月9日 6 7月24日 8月10日 11 9月3日

八
代
郡

氷 川 町 7月11日 7月11日 0 7月13日 8月10日 5 8月28日

芦 北 町 7月11日 7月13日 2 7月17日 8月22日 7 8月22日

津奈木町 7月1日 7月1日 0 7月12日 7月30日 11 8月6日

郡

名
町 村 名

会計管理者が
決算を町村長に
提出した日(A)

町村長が監査
委員に決算を
送付した日(B)

終 了
(D)

開 始
(C)

監 査 委 員 の 決 算 審 査
決算審査意見書
を町村長に提出
し た 日 (E)実質審査日数

葦

北

郡

阿

蘇

郡

上

益

城

郡

(A)から(B)
までの期間
日数( )

玉

名

郡

菊

池

郡



2 28 30 ○ 9月10日 美 里 町

11 18 30 ○ 9月18日 玉 東 町

6 31 30 ○ 9月12日 和 水 町

3 14 30 ○ 9月19日 南 関 町

4 31 △ 30 ○ 9月13日 長 洲 町

6 30 30 ○ 9月7日 大 津 町

0 45 30 ○ 9月4日 菊 陽 町

3 38 30 ○ 9月12日 南小国町

1 71 △ 60 ○ 9月12日 小 国 町

0 17 10 ○ 9月21日 産 山 村

8 21 30 ○ 9月11日 高 森 町

24 57 30 ○ 9月10日 南阿蘇村

0 28 △ 30 ○ 8月21日 西 原 村

4 31 △ 30 ○ 9月13日 御 船 町

2 28 30 ○ 9月11日 嘉 島 町

2 30 30 ○ 9月11日 益 城 町

5 28 30 ○ 9月14日 甲 佐 町

15 56 60 ○ 9月6日 山 都 町

2 48 30 ○ 9月10日 氷 川 町

4 40 50 ○ 9月5日 芦 北 町

11 36 50 ○ 9月13日 津奈木町

監 査 委 員
自 身 で 作 成

(B)から (E)
まで条例で
規定されて
い る 日 数

決 算 が 上 程
された最初の
本 会 議

意 見 書 の 作 成 要 領

職員が作成し
てから監査委
員 が 検 討

(B)から (C)
までの所要

日 数
（ ）

監査委員の指示
を 受 け て から
職 員 が 作 成

(B)から(E)ま
での所要日数
（ ）

町 村 名



１１．平成２３年度一般会計歳入歳出決算審査の概況調

郡

名
町 村 名

会計管理者が
決算を町村長に
提出した日(A)

町村長が監査
委員に決算を
送付した日(B)

終 了
(D)

開 始
(C)

監 査 委 員 の 決 算 審 査
決算審査意見書
を町村長に提出
し た 日 (E)実質審査日数

(A)から(B)
までの期間
日数( )

錦 町 7月17日 7月17日 0 7月18日 8月17日 14 8月17日

あさぎり町 6月28日 7月9日 11 7月13日 8月21日 11 8月22日

多良木町 7月9日 7月10日 1 7月11日 8月27日 11 8月28日

湯 前 町 7月10日 7月12日 2 7月13日 8月1日 7 8月10日

水 上 村 7月20日 7月31日 11 8月6日 8月9日 4 8月29日

相 良 村 7月18日 7月23日 5 7月25日 8月17日 12 8月21日

五 木 村 7月20日 7月27日 7 8月4日 8月22日 10 8月28日

山 江 村 7月1日 7月17日 16 7月17日 8月10日 16 8月10日

球 磨 村 7月9日 7月13日 4 7月20日 7月27日 4 8月8日

天
草
郡

苓 北 町 6月29日 7月2日 3 8月1日 8月20日 8 9月3日

 6月 3町村
 7月25町村
 8月 3町村

 6月 1町村
 7月26町村
 8月 4町村

平均5.9日

 6月 1町村
 7月20町村
 8月10町村

 7月 3町村
 8月28町村 平均8.8日

 8月25町村
 9月 6町村

最長22日 最長19日

最短0日 最短2日

(注)
１　委員の決算審査の開始とは初めて着手した日、終了とは委員が意見の最終決定
をした日を指す。

２　(Ｂ)から（Ｅ）まで条例で規定されている日数について、条例の規定に｢ただ
し、審査が○日以内に完了しない場合には、その旨を町（村）長に通知し当該期間
を延長することができる。｣とある場合には△印を併記。

３　期間の日数の計算については、初日を算入しない。

球

磨

郡

合 計 等



監 査 委 員
自 身 で 作 成

(B)から (E)
まで条例で
規定されて
い る 日 数

決 算 が 上 程
された最初の
本 会 議

意 見 書 の 作 成 要 領

職員が作成し
てから監査委
員 が 検 討

(B)から (C)
までの所要

日 数
（ ）

監査委員の指示
を 受 け て から
職 員 が 作 成

(B)から(E)ま
での所要日数
（ ）

町 村 名

1 31 30 ○ 9月7日 錦 町

4 44 45 ○ 9月11日 あさぎり町

1 49 △ 50 ○ 9月10日 多良木町

1 29 30 ○ 9月14日 湯 前 町

6 29 30 ○ 9月18日 水 上 村

2 29 △ 30 ○ 9月11日 相 良 村

8 32 30 ○ 9月18日 五 木 村

0 24 30 ○ 9月12日 山 江 村

7 26 30 ○ 9月10日 球 磨 村

30 63 ○ 9月10日 苓 北 町

平均5.6日 平均34.9日 7町村 20町村 4町村
 8月 1町村
 9月30町村

最長30日 最長71日

最短0日 最短14日

10日   1
30日  19
△30日 4
45日   1
50日   2
△50日 1
60日   1
△60日 1
なし   1



１２．平成２３年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名
下
益
城
郡

美 里 町
町長・議長
教委・農委

請負委託工事に関する調書（1件100万円以上のみ）　業務委託に関する
調書（1件100万円以上のみ）

玉 東 町 特になし
和 水 町 特になし
南 関 町 特になし

長 洲 町 町長

公有財産に関する調書　物品調書　基金調書　出資金・出損金及び拠出
金調書　主要施策の成果　自主財源年度別推移 　町債の状況　余剰金の
運用資料　債務負担行為限度額調　滞納繰越状況　不能欠損処分調書
不用額一覧表　繰越明許費の報告

大 津 町 町長
予算書　預金通帳　定期預金証書　備品台帳　歳入調定簿　収入及び調
定伝票　支出負担行為伝票　支出命令伝票　不納欠損調書　非常勤・臨
時職員任用調書

菊 陽 町
町長・議長
教委・農委

選管

歳入歳出予算執行状況表　支出命令一覧表　各種証憑　契約書　備品台
帳　財産台帳

南小国町 町長
決算統計資料　財政分析指標　平成２３年度施策の主要事業実施状況
町税現年度分収入状況　町税滞納繰越分収入状況　税目別構成現年度分
比較表　税収入の推移　基金運用状況（決算）　預金利子調書

小 国 町 町長
工事請負契約調　委託業務契約調　補助金等交付調　収入未済額調　施
設管理費調　物品等購入契約調

産 山 村 特になし
高 森 町 町長 決算統計資料　基金運用調書
南阿蘇村 村長 主要施策の成果報告書　決算統計資料　歳入歳出執行一覧

西 原 村 村長

決算統計資料　年度別交付税交付状況　村税滞納状況資料　不納欠損処
分状況　債務負担行為の状況　土地・建物移動状況　公用車一覧表　国
民健康保険年度別医療費の状況　給付対象者の推移　介護保険料滞納状
況　介護給付状況　各契約一覧表

御 船 町
町長・教委
農委・選管

予算執行説明一覧表　支出負担行為伺書　各種契約書（5,000千円以上）
（ただし、委託契約書については、1,000千円以上）　歳入調定繰越書
事務事業状況調　委託契約状況調　工事契約状況調　補助金交付申請書

嘉 島 町
町長・教委
農委・選管

積立金・各年度の財政支出の状況　性質別歳出の状況　一般財源の状況
各四半期別収入支出一覧表　主要施策の成果　収入未済額に関する調べ
過年度収入に関する調べ　地方債現在高の状況調べ　予備費流用に関す
る調べ　財政力指数とその推移

益 城 町 特になし

甲 佐 町
町長・議長
教委・農委

選管

歳入決算額の調べ　不要額調べ　予算流用調べ　予備費充用調べ　予算
の繰越に関する調べ　交際費の調べ　委託料・使用料及び賃借料調べ
工事費調べ　補助金・負担金調べ　基金の管理、処分状況調べ　財産・
物品の増減に関する調査　事業概要とその成果または積み残した課題の
説明

山 都 町
町長・教委

農委

成果説明書　歳入歳出別執行一覧　支出原因、負担行為決議書　補助
金・助成金関係書類　工事関係一覧　歳入決算状況　補助金・助成金の
支出状況調　工事請負契約調　現地調査表

八
代
郡

氷 川 町
町長・教委

農委

主要施策の成果調　委託契約の状況調　工事請負契約調　補助金等交付
団体調　物品等購入契約調　流用、充用に関する調　不納欠損に関する
調　不用額調　歳入予算の未調停額及び収入未済額調

芦 北 町
町長・議長
教委・農委

財政状況調べ　主要施策成果説明書　個人別時間外勤務時間調書　予算
執行状況に関する調べ　補助金（負担金）支出状況調書　不用・流用・
充用額説明書　税の高額滞納者リスト

津奈木町
町長・教委

農委

（町長）平成２３年度財政状況調査　費用流用の状況　各課所管の委託
料　工事請負費　負担金　補助金及び交付金の実績一覧表　予備費補充
の一覧表　備品購入一覧表　不納欠損処分明細表　町税・国保税滞納内
訳書　滞納徴収計画書　（教委）平成２３年度財政状況調査　費用流用
の状況　委託料　工事請負費　負担金　補助金及び交付金の実績一覧表
予備費補充の一覧表　備品購入一覧表　奨学金運用状況調書　社会体育
施設利用状況調書　図書館利用状況調書　（農委）３、４、５条の申請
件数　処理件数　農業者年金の状況

錦 町
町長・議長
教委・農委

事務分掌　主要な施策の成果　歳入歳出予算の執行状況　補助団体に対
する決算状況　事務事業の実施状況及びその成果　決算統計調査資料

あさぎり町
町長・教委
農委・選管

決算状況の推移　財政の主な指数等の推移　科目別歳入決算の状況　町
税の収納状況　保育所児童措置費の負担区分別負担額の推移　保育所措
置費保護者負担金の収納状況　公営住宅使用料の収納状況　地方債の状
況　債務負担行為による借り入れの状況　目的別歳出決算の状況　性質
別歳出決算状況の推移　子ども医療費助成受給者数の推移　子ども医療
費助成額の推移　鍼灸施療費助成の推移　基金の状況　主要工事一覧表
補助金交付調書　主要な施策成果説明書　不用額調書

多良木町
町長・議長
教委・農委

執行状況に関する調べ（歳入）　歳出予算説明別執行一覧　食糧費調書
各種団体等の視察研修実施状況調書　工事関係契約一覧表　公用車輌等
の稼動状況調書　各施設等の年間利用実績表　物品出納計算書

球

磨

郡

玉

名

郡

菊

池

郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

葦

北

郡



１２．平成２３年度一般会計歳入歳出決算審査資料調

郡 町 村 名 相 手 方 資 料 名

《決算全体に係るもの》予算台帳　予算繰越に関する書類　歳入歳出予
算執行整理簿　歳入・歳出金更正関係書類　予算の充用・流用に係る書
類　起債台帳.決算の分析／推移

《歳入に関するもの》調定・収納に関する帳票／台帳　収入科目・税目
ごとの収入実績（年度ごとの推移）　滞納額の年度推移　科目ごとの滞
納者一覧表（税、使用料、手数料、分担金、返還金、貸付金など）　滞
納整理に係る帳簿類　滞納処分の手続き書類(差し押さえ、執行停止・不
納欠損・免除など)

《歳出に関するもの》決算書説明項目ごとの実績又は成果の一覧表（年
度ごとの推移）　入札(見積もり)に係る書類　契約に係る書類及び契約
一覧表.時間外勤務　出張に係る支出関係書類

《財産に関するもの》公有財産(不動産、備品、その他)台帳.財産管理
(貸し付け、使用許可)台帳.財産の増減(取得・処分)又は異動に関する書
類

《基金・貸付金に関するもの》基金・貸付金の台帳　貸し付け等決定に
関する書類　収入・支出の帳票及び証ひょう　運用状況及び実績（年度
推移）　滞納一覧（年度推移）及び滞納整理に関する帳簿類

《補助金に関するもの》補助金一覧表

水 上 村
村長・教委

農委
負担金・使用料等の徴収状況調書　収入未済額調書　不要額調書　工事
請負費・委託料一覧表　補助金支出調書　各種事業一覧表

相 良 村
村長・議長
教委・農委

職員担当業務一覧　主要行事（事業）一覧表　主要工事（業務委託）一
覧表　補助金交付調書　主要な施策び成果説明書　不用額調書　所轄業
務における懸案事項及び今後の課題等　一般会計に係る資料　特別会計
（国保・老人・簡水・農集排・介護・後期高齢・森林）に係る資料　歳
計外現金（公営住宅）に係る資料　奨学金に係る資料　時間外手当の支
給状況

五 木 村 村長
〈普通建設事業を除く委託業務事業（契約額1,000千円以上）〉平成23年
度業務委託関係一覧（契約書及び実績報告書等のコピーを添付）

山 江 村
村長・議長
教委・農委

預金及び国債の残高証明書（3月末、5月末）、財政状況調査資料　事業
報告書　公共工事入札結果一覧表　契約状況調書　助成団体の決算書

球 磨 村
村長・教委

農委
主要施策の成果報告

天

草

郡

苓 北 町
町長・教委

農委

1.補助金等に関する調書
2.不用額調書
3.食糧費の支出状況
4.その他
1）収入未済額調書　　　　　　　　　2）予算流用・予備費充当調書
3）繰越明許費調書　　　　　　　　　4）平成23年度末地方債現在高
5）平成23年度起債対象事業　　　　　6）不納欠損に関する調書
7）町税（税目別）の収入状況　8）国保税・町税（税目別）滞納者一覧
9）国保、介護保険、後期高齢者医療事業等の概要
10）工事請負契約の調書　　　　　　11）業務委託契約の調書
12）性質別歳出の状況 　　　　　　13）実質公債比率の状況
14）年度別財政収支の状況　　　　　15）資金収支の状況
16）地方交付税の交付状況　　　　　17）公債費比率の状況
18）各水道施設の状況　　　　19）下水道、農集、特定事業の加入状況
20）国保税の状況　　　　　　　　　21）各財産区の運営状況
22）国保事業等の医療費の状況　　　23）老人医療費の状況
24）財産に関する調書　　　　　　　25）基金の運用状況
26）公の施設の収支状況（堆肥センター、郷土資料館）
27）指定管理施設の収支状況（温泉センター、町有フェリー、温泉プー
ル、町民総合センター、木場地区交流施設、斎場、老人福祉センター）
28）23年度で施行した重点的な事業　29）教職員住宅の入居状況

球

磨

郡

町長・議長
教委・農委

(注)
１　２３年度一般会計歳入歳出決算審査にあたって執行当局(町(村)長、教委、農委、選管、その
他)に対して、要求した決算審査資料名を回答。

２　執行部側各課（総務課、税務課等）に対するものは、相手方は「町（村）長」に統一。

３　資料名には、「決算書」及び法（第２３３条）、法施行令（第１６６条）に基づき「決算事項
別明細書」、「実質収支に関する調書」、「財産に関する調書」等審査が義務付けられているもの
を除き、それ以外に監査委員が要求した資料を回答。

湯 前 町



１３．平成２４年度監査活動実績調 （平成24年4月～平成25年3月）

郡 町 村 名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算 決 算

( 一般・特別 ) (一般・特別 )

定 期 決 算

補 助 (一般・特別）

（商工会・社協・JA）

決 算

(一般・特別・病院）

定 期 決 算 決 算

( 一般・特別 ) (一般・特別 )

定 期 定 期 定 期

補 助 決 算

(シルバー人材センター・ （一般・特別・水道）

社会福祉協議会）

補 助 決 算 決 算

（商工会ほか9団体） (一般・工業用水道) (一般・特別）

決 算 補 助

( 一般・特別 ) (一般・特別 )

随 時 補 助 随 時

（ 伝 票 監 査 ） （商工会ほか8団体） （ 伝 票 監 査 ）

決 算 決 算

( 一般・特別 ) ( 一 般 )

住 民 監 査 決 算 決 算 決 算 決 算

（ 水 道 ） (一般・特別・水道） (一般・特別・水道） (一般・特別・水道）

随 時 補 助

（ 会 計 室 ） （社会福祉法人）

決 算

( 一般・特別 )

随 時 随 時 決 算 決 算

（工事請負契約調・ （工事請負契約調・ （一般・特別） （一般・特別）

予算執行状況調・不用額調 予算執行状況調・不用額調 随 時

〈総務課ほか２課１局〉） 〈健康推進課ほか3課2局〉） （ 備 品 検 査 ）

決 算

（一般・特別・水道）

決 算 決 算

(一般・特別・ (一般・特別・

工 業 用 水 道 ) 工 業 用 水 道 )

随 時

（ 備 品 ）

下
益
城
郡

玉

名

郡

南阿蘇村

阿

蘇

郡

菊 陽 町

美 里 町

南 関 町

玉 東 町

長 洲 町

和 水 町

南小国町

高 森 町

西 原 村

菊

池

郡

大 津 町

小 国 町

産 山 村



１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

定 期 住 民 監 査 住 民 監 査 住 民 監 査

（備品・学校備品）

補 助

（社協・NPO）

定 期 定 期 定 期

行 政 監 査 行 政 監 査

補 助 補 助

（ロマン館・社協） （ 元 気 村 ）

補 助 定 期 定 期

（老人クラブ連合会ほか8団体）

定 期 定 期 定 期

補 助

(シルバー人材センター・

社会福祉協議会）

定 期 定 期 定 期 定 期 定 期

定 期 定 期

随 時 定 期 定 期

（ 伝 票 監 査 ）

定 期 定 期 定 期 定 期 定 期

補 助 補 助 補 助 補 助 補 助

（商工会ほか8団体） （商工会ほか8団体） （商工会ほか8団体） （商工会ほか8団体） （商工会ほか8団体）

定 期

定 期 随 時 随 時 随 時 随 時

補 助 （保育園・小中学校） （予算執行状況調 （予算執行状況調 （予算執行状況調

（社協ほか3団体） 〈税務課ほか1課1局〉） 〈建設課ほか2課〉） 〈総務課ほか2課2局〉）

定 期

定 期 随 時 随 時

（ 備 品 ） （ 備 品 ）



１３．平成２４年度監査活動実績調 （平成24年4月～平成25年3月）

郡 町 村 名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

補 助 決 算 決 算

（緑川森林組合ほか8団体） （一般・特別・水道） （一般・特別・水道）

随 時 決 算

( 委 託 ・ 工 事 ( 一 般 ・ 特 別 )

〈総務課ほか6課1局〉）

決 算 決 算

（一般・特別・水道） （一般・特別・水道）

決 算

(一般・特別・水道）

定 期 定 期 決 算

決 算 (一般・特別・

( 一 般 ・ 特 別 水 道 ・ 病 院 )

水 道 ・ 病 院 )

決 算

( 一 般 ・ 特 別 )

定 期 補 助 補 助

（商工会ほか1団体） （農協ほか6団体）

決 算

（一般・特別・水道）

決 算

( 一般・特別 )

氷 川 町

八

代

郡

芦 北 町

津奈木町

葦

北

郡

甲 佐 町

山 都 町

嘉 島 町

益 城 町

上

益

城

郡

御 船 町



１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

定 期 定 期 定 期 定 期

行 政 監 査 行 政 監 査 行 政 監 査 行 政 監 査

定 期

補 助

（商工会ほか52団体）

随 時 定 期 定 期

（総務課備品） 行 政 監 査 行 政 監 査

定 期 定 期

補 助

（体育協会ほか1団体）

定 期 定 期 補 助

（道の駅「通潤橋」

ほ か 4 団 体 ）

定 期 補 助 随 時 随 時 随 時

（社協ほか7団体） （ 学 校 備 品 ・ （ 学 校 備 品 ・ （消防備品）

町長部局備品） 町長部局備品）

定 期 定 期 定 期

定 期



１３．平成２４年度監査活動実績調 （平成24年4月～平成25年3月）

郡 町 村 名 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月

決 算 決 算

( 一般・特別 ) (一般・特別 )

決 算 決 算

（一般・特別・水道） （一般・特別・水道）

決 算 補 助 決 算

（ 上 水 道 ） (体育協会ほか14団体） ( 一般・特別 )

決 算

( 一般・特別 )

決 算

（一般・特別・水道）

決 算

( 一般・特別 )

決 算 随 時

（一般・特別） （ 学 校 備 品 ）

決 算

（一般・特別）

決 算

(一般・特別・

水道・下水道）

補 助 決 算 決 算

（社会福祉協議会） ( 一般・特別 ) (一般・特別 )

補 助 決 算

(日赤ほか5団体） (一般・特別 )

補 助

(農協ほか5団体）

決 算

（一般・特別）

球

磨

郡

球 磨 村

山 江 村

相 良 村

湯 前 町

多良木町

天

草

郡

苓 北 町

水 上 村

五 木 村

あさぎり町

錦 町



１ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

定 期 随 時

補 助 (消防施設備品、

（商工会ほか2団体） 工事現場踏査）

定 期 定 期 議 監 査

随 時

（指定管理委託）

補 助

（ 商 工 会 ）

定 期 定 期

定 期

定 期

（一般・特別）

定 期 住 民 監 査 住 民 監 査

補 助 随 時

（商工会ほか5団体） （指名回避裁判）

定 期

（各集会施設備品検査）

定 期

随 時 定 期

（ 学 校 監 査 ）

定 期 定 期



１４．平成２４年度監査計画と実績

城
郡

下
益 美 里 町 H24.4.1 ○

玉 東 町 H24.4.1 ○

和 水 町 H24.4.2 ○

南 関 町 H24.4.1 ○

長 洲 町 H24.4.1 ○

大 津 町 H24.4.26 ○

菊 陽 町 H24.4.1 ○

南小国町 H24.4.1 ○

小 国 町 H24.4.1 ○

産 山 村 H24.4.2 ○

高 森 町 H24.4.1 ○

南阿蘇村 H24.4.1 ○

西 原 村 H24.3.18 ○

御 船 町 H24.3.19 ○

嘉 島 町 H24.3.18 ○

益 城 町 H24.3.22 ○

甲 佐 町 H24.4.18 ○

山 都 町 H24.3.28 ○
八

代

郡
氷 川 町 H24.4.10 ○

芦 北 町 H24.4.1 ○

津奈木町 H24.4.1 ○

錦 町 H24.3.28 ○

あさぎり町 H24.3.1 ○ 議会請求監査が出たため

多良木町 H24.4.13 ○

湯 前 町 H24.3.21 ○

水 上 村 H24.4.1 ○

相 良 村 H24.3.28 ○

五 木 村 H24.4.1 ○
当初、定期監査を10月に計画していたが、議会（議
選）の都合により時間が取れなかったため、翌年2月に
実施した。

山 江 村 H24.4.1 ○

球 磨 村 H24.4.10 ○
天

草

郡
苓 北 町 H24.4.1 ○

29 2 2

玉

名

郡

計画どお
り 実 施
で き た

計画どおり
実施できな
か っ た

郡

名

合 計

球

磨

郡

葦
北
郡

菊
池
郡

計 画 ど お り 実 施 で き な か っ た 理 由

上

益

城

郡

町 村 名
監査計画策定
年 月 日

計画と実績の比較

阿

蘇

郡



１５．監査指摘事項の履行確保のための措置調
(複数回答）

城
郡

下
益 美 里 町 ○ ○ ○ ○

玉 東 町 ○ ○

和 水 町 ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○ ○

長 洲 町 ○
事後ヒアリングを行
い履行状況を確認し
ている

大 津 町 ○ ○

菊 陽 町 ○ ○

南小国町 ○

小 国 町 ○ ○ ○

産 山 村 ○

高 森 町 ○ ○ ○

南阿蘇村 ○

西 原 村 ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○

嘉 島 町 ○ ○

益 城 町 ○ ○

甲 佐 町 ○ ○

山 都 町 ○ ○
八

代

郡
氷 川 町 ○

芦 北 町 ○

津奈木町 ○ ○ ○

錦 町 ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○

多良木町 ○ ○

湯 前 町 ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○

相 良 村 ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○ ○ ○

山 江 村 ○

球 磨 村 ○ ○ ○
天

草

郡
苓 北 町 ○ ○

21 11 21 16 1 0

郡

名
町 村 名

その他の
措 置

特になし
次の監査の際

確 認

その都度文書で
改善措置につい
て回答を求めて

い る

その都度関係課
長・係を集めて
口頭で直接指摘

す る

その都度町村
長・会計管理
者に直接申し
入 れ て い る

阿

蘇

郡

葦
北
郡

上

益

城

郡

玉

名

郡

菊
池
郡

合 計

球

磨

郡



城
郡

下
益 美 里 町 38 2 2 34

玉 東 町 18 4 12 2

和 水 町 2 1 1

南 関 町 5 1 4

長 洲 町

大 津 町

菊 陽 町

南小国町 5 4 1

小 国 町 49 16 32 1

産 山 村

高 森 町

南阿蘇村

西 原 村 8 3 4 1

御 船 町 4 4

嘉 島 町

益 城 町

甲 佐 町

山 都 町 10 4 6
八

代

郡
氷 川 町 16 2 5 1 8

芦 北 町 1 1

津奈木町 23 13 6 4

錦 町 5 4 1

あさぎり町 7 7

多良木町

湯 前 町

水 上 村 2 2

相 良 村

五 木 村 5 4 1

山 江 村

球 磨 村
天

草

郡
苓 北 町 5 2 3

17町村 10町村 15町村 3町村 9町村

203 51 88 3 61
合 計

未 回 答 ・
そ の 他

上

益

城

郡

指 摘 件 数
指 摘 後

直ちに是正
その後是正町 村 名

菊
池
郡

１６．監査指摘事項の是正状況（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

阿

蘇

郡

葦
北
郡

玉

名

郡

郡

名

球

磨

郡

是 正 で き
な い も の



１７．地方自治法第１９９条第１０項の意見提出の事例
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

町 村 名 要 旨

美 里 町

・公営企業法適用認可を受け入れるための取り組みを求める。
・堅志田城址の整備に伴い、今後の有効活用を図る取り組みを求める。
・備品シールについて、文字が薄いものが見受けられるため、補正を求める。ま
た、管理の徹底望む。

相 良 村

２月に実施した随時監査において、意見書を提出した。意見書の要旨については以
下の通りである。指名回避にかかる平成22年（ワ）第327号損害賠償請求事件におい
て、監査した結果、その事務並びに支出については適切に処理されていたとした
が、村長が行った指名回避行為は意図的であることは明らかで、そのことは村長に
与えられた裁量権の濫用でその範囲を逸脱するものであるとされ、相良村が敗訴し
ていることから、村長が行った指名回避については違法であると言わざるを得な
い。また、村長の意図的な指名回避が村に支払い義務を生じさせるきっかけとな
り、損害を与えたことは明らかであるとし、今後は法令等を遵守し職務に当たるこ
ととした。

苓 北 町

①富岡元袋公有地について、隣接する堤との境界が判然としない状況にある。管理
上、識別できるように管理をされたい。なお、当初の利用計画にもあるように、現
状で駐車場としての使用が可能であれば、その旨を適当な場所に提示してはいかが
か。

②町道志岐山線災害復旧工事箇所の現地調査を実施したが､復旧箇所の前後に転落防
止のためのガードレールの設置を検討されたい。また、終点側の法面に桧の切り株
が残っているが、数年後、切り株が腐敗して法面の崩落が心配されるので、森林所
有者と協議をされ何らかの対策を検討されたい。

③旧富岡観光温泉有限会社への貸与地の原状復旧工事完了し現地を調査したが、そ
れらの経費の総額が賃貸料収入と比較すると収入を大きく上回っている。このよう
な前例があるので、今後町有地を貸与し建物等を建設させる場合においては、契約
解消への対応として、それ相応の保証金の徴収を念頭に置くことが望ましいと思う
ので、関係機関に相談して十分な検討をされたい。



１８．行政監査 （地方自治法第１９９条第２項）の事例
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

町 村 名 回 数 所要日数 監 査 対 象

和 水 町 1 15 一般管理事務

御 船 町 1 14
・人員管理（職員配置等の適正化）
・事務事業の見直し
・法令に適合した行政の展開

益 城 町 1 13
職員年次有給休暇等取得状況（参考:時間外勤務時間数）及び非
常勤・臨時職員雇用状況
※職員配置等の適正化の観点から



１９．特別監査の事例（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

◎住民監査請求（法242）

町 村 名 件 数 所要日数 内 容 結 果

美 里 町 1 9

前町長が定住住宅団地用地に購入した
土地の代金が不当に高額であり、税金
の無駄遣いで、町民に多大の損害を与
えた。

棄 却

小 国 町 1 2
隣町と民間会社間で締結された土地賃
貸借契約は無効である。

却 下

相 良 村 1 7

指名回避にかかる平成22年の損害賠償
請求事件において相良村が敗訴し支
払った損害賠償金について、相良村は
村長個人に対し、請求すべき義務を
怠っている。よって、相良村長に対
し、個人への損害賠償請求権を行使す
るよう求める。

棄 却

◎議会の要求による監査（法98②）

町 村 名 件 数 所要日数 内 容 結 果

あさぎり町 1 11 下水道使用料賦課もれに関すること 認 容

◎職員賠償責任監査（法243の2③等）、直接請求監査（法75）、
指定金融機関等監査（法235の2②等）、長の要求による監査（法199⑥）は事例なし。



２０．金融機関の指定及び収納事務取扱金融機関等の状況

銀 行 農 協 指定年月日 銀 行 農 協
信用
金庫

信用
組合

労働
金庫

城
郡

下
益 美 里 町 ○ H16.11.1

玉 東 町 ○ ○ ○

和 水 町 ○ H18.3.1

南 関 町 ○ S58.4.1

長 洲 町 ○ H12.4.1

大 津 町 ○ S60.6.1

菊 陽 町 ○ S59.4.1

南 小 国 町 ○ H10.4.1

小 国 町 ○ H20.4.1

産 山 村 ○ ○ ○

高 森 町 ○ H13.4.1

南 阿 蘇 村 ○ H17.2.13

西 原 村 ○ H14.4.1

御 船 町 ○ H13.4.1

嘉 島 町 ○ ○ ○ ○ ○

益 城 町 ○ H6.4.1

甲 佐 町 ○ ○ ○

山 都 町 ○ H17.2.11
八
代
郡

氷 川 町 ○ ○ ○ ○ ○

芦 北 町 ○ H17.1.1

津 奈 木 町 ○ ○ ○ ○

錦 町 ○ H18.7.1

あさぎり町 ○ H16.4.1

多 良 木 町 ○ H7.4.1

湯 前 町 ○ ○ ○ ○ ○

水 上 村 ○ ○ ○ ○

相 良 村 ○ H23.4.1

五 木 村 ○ H21.1.6

山 江 村 ○ H19.10.1

球 磨 村 ○ ○ ○
天
草
郡

苓 北 町 ○ H9.10.1

※「ゆうちょ銀行」（旧日本郵政公社）は、銀行に含めている。

未

指

定

郡

名
町 村 名

指 定

葦
北
郡

未 指 定 町 村 の 収 納 事 務 取 扱
金 融 機 関

317

上

益

城

郡

3

玉

名

郡

9

球

磨

郡

29合 計 5

菊
池
郡

阿

蘇

郡

9



○指定金融機関を指定している町村の指定代理金融機関、収納代理金融機関

銀 行 農 協 銀 行 農 協 信用金庫 信用組合 労働金庫

城
郡

下
益 美 里 町 ○

玉 東 町

和 水 町 ○ ○ ○

南 関 町 ○ ○

長 洲 町 ○ ○ ○

大 津 町 ○ ○ ○ ○

菊 陽 町 ○ ○ ○ ○ ○

南 小 国 町 ○ ○ ○

小 国 町 ○ ○

産 山 村

高 森 町 ○ ○ ○

南 阿 蘇 村 ○ ○ ○ ○

西 原 村 ○ ○ ○

御 船 町 ○ ○ ○ ○

嘉 島 町

益 城 町 ○ ○ ○

甲 佐 町

山 都 町 ○ ○ ○
八
代
郡

氷 川 町

芦 北 町 ○ ○

津 奈 木 町

錦 町 ○ ○ ○

あさぎり町 ○ ○ ○

多 良 木 町 ○ ○ ○

湯 前 町 ○ ○ ○ ○

水 上 村

相 良 村 ○ ○ ○ ○

五 木 村 ○

山 江 村 ○ ○ ○

球 磨 村
天
草
郡

苓 北 町 ○ ○ ○ ○

10 322 18 7

球

磨

郡

合 計 10 0

菊
池
郡

上

益

城

郡

阿

蘇

郡

葦
北
郡

収 納 代 理 金 融 機 関

玉

名

郡

郡

名
町 村 名

指定代理金融機関



２１．例月出納検査に関する調

原則として
毎月○日

検査日
の前日

前月の
末日

検査日
の○日

前
その他

残高証明書
で確認

必要な都度
証明書で
確認

通帳残高で
確認

文書
のみ

識見委員が
文書と併せ
て口頭で

議選委員が
文書と併せ
て口頭で

その
他

下
益
城
郡

美 里 町 下旬 ○ ○ ○

玉 東 町 10 ○ ○ ○

和 水 町 10 ○ ○ ○

南 関 町 15 ○ ○ ○

長 洲 町 10 ○ ○ ○

大 津 町 20～30 ○ ○ ○

菊 陽 町 15～25 ○ ○ ○

南 小 国 町 15 ○ ○ ○

小 国 町 15 ○ ○ ○

産 山 村 25 ○ ○ ○

高 森 町 20 ○ ○ ○

南 阿 蘇 村 22 ○ ○ ○

西 原 村 10 ○ ○ ○

御 船 町 15～20 ○ ○ ○

嘉 島 町 15～20 ○ ○ ○

益 城 町 20～25 ○ ○ ○

「検査の結果に関する報告」
議会への報告方法（複数回答）

上

益

城

郡

実施
日

現 金 保 管 の 状 況 は
何 日 現 在 で 検 査

阿

蘇

郡

町 村 名

玉

名

郡

菊

池

郡

郡

名

普通預金の残高の
確 認



２１．例月出納検査に関する調

原則として
毎月○日

検査日
の前日

前月の
末日

検査日
の○日

前
その他

残高証明書
で確認

必要な都度
証明書で
確認

通帳残高で
確認

文書
のみ

識見委員が
文書と併せ
て口頭で

議選委員が
文書と併せ
て口頭で

その
他

「検査の結果に関する報告」
議会への報告方法（複数回答）

実施
日

現 金 保 管 の 状 況 は
何 日 現 在 で 検 査

町 村 名
郡

名

普通預金の残高の
確 認

甲 佐 町 16～17 ○ ○ ○

山 都 町 15～22 ○ ○ ○

八
代
郡

氷 川 町 10 ○ ○ ○

芦 北 町 5～10 2 ○ ○

津 奈 木 町 12 ○ ○ ○

錦 町 10 ○ ○ ○

あさぎり町 10 ○ ○ ○

多 良 木 町 20 ○ ○ ○

湯 前 町 12 ○ ○ ○

水 上 村 5 ○ ○ ○

相 良 村 10～15 ○ ○ ○

五 木 村 20日以降 ○ ○ ○

山 江 村 15 ○ ○ ○ ○

球 磨 村 15 ○ ○ ○

天
草
郡

苓 北 町 15～20 ○ ○ ○

26 5 01

葦

北

郡

球

磨

郡

合 計 10

上

益

城

郡

24020 1 2 5



２２．外部監査に関する調

外部監査に係る条例を制定している町村はない。

２３．平成２４年度先進地調査の実施状況

郡・町村名 調 査 地 時 期 所要日数 主 な る 研 修 項 目

（玉名郡） 水上村 24年11月 1泊2日 監査業務全般について

南 小 国 町 福岡県みやこ町 24年11月 1泊2日 住民監査請求の対応について

（上益城郡）
佐賀県みやき町
佐賀県白石町

24年11月 1泊2日

年間監査計画について
監査実施状況と課題
監査報告等の様式及び作成状況
備品監査の実施状況

氷 川 町
鹿児島県さつま町
宮崎県高原町

25年2月 1泊2日 各監査の実施状況及び手法について

苓 北 町
熊本県町村監査委
員協議会（事務
局）

25年3月 1日
①町村監査委員に関する実態調査に基づく
県内及び全国の状況
②住民監査請求について

２４．監査手続に関する調（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

①学識経験者等からの意見聴取（法第１９９条第８項）事例

（なし）

②住民監査請求における陳述の聴取を行う場合の立会い(法第２４２条第７項）事例

（なし）


